
札幌市白石区ＰＴＡ連合会 会長・副会長ＯＢ会 

白友会 規約 

 

（名 称） 

第１条 この会は、白石区ＰＴＡ会長・副会長ＯＢ会「白友会」と称する。 

 

（目 的） 

第２条 この会は、会員の親睦を図りＰＴＡ活動に協力し、地域の発展に寄与する 

ことを目的とする。 

 

（事務局） 

第３条 この会の事務局は、白石区ＰＴＡ連合会事務局に置く。 

 

（事 業） 

第４条 この会は、次のような事業を行う。 

（１） 会員の親睦のため、親睦会を開催すること。 

（２） その他、第２条の目的に関すること。 

 

（会 員） 

第５条 会員は、この目的に賛同し、白石区ＰＴＡ連合会又は、単位ＰＴＡ会長・ 

副会長として在任したものとする。 

 

（役 員） 

第６条 この会には、次の役員を置き、任期は次回の親睦会の開催までとする。 

ただし、留任は妨げない。 

      （１）会 長   １名     （２）副会長     若干名 

      （３）会 計   １名     （４）監 査      ２名 

      （５）幹 事  若干名       

 

（会 費） 

第７条 この会を運営するため、入会時に会費を納入する。１口千円として、希望 

の口数の入会金を納入し、その会費は永年会費とする。     

  

（親睦会） 

第８条 この会の親睦会は、次により、年１回程度の開催とする。 

（１） 規約の改廃、役員の選出等を行う。 

（２） 親睦会に要する経費は、その都度必要額を納入する。 

（３） 親睦会には、現白石区ＰＴＡ連合会の役員の出席を求めることができる。 

 

（その他） 

第９条 この会の運営に関する細部は、第６条で定める役員で決めて、次回の親睦 

会で報告する。 

      

この規約は、平成８年７月６日より実施し、平成１４年１１月に一部改正 

     する。（第７条 「会費」の条文を追加） 
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